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告示
○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定の一部解除(水環境課)
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指定区域

格子の回転角度　56度
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形質変更時要届出区域

の指定を継続する区域

平成 23年２月15日

形質変更時要届出区域

の指定を解除する区域

(掘削除去１期工事完了)

<格子の回転角度>

56°

起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線より構成される格子を、起点を支点に右方向に回転させ

た角度を示す。

<起点>

起点は、入間郡三芳町大字上富字中西1221番３の最北端とする。

30m格子内の枝
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